
令和７年度 第２回亀山市地域福祉推進委員会 事項書 

 

日時：令和８年３月１９日（木）午後１時 30 分～ 

場所：亀山市総合保健福祉センター２階研修室 

 

 

１ 亀山市地域福祉推進委員会の委員委嘱について 

 

 

 

２ 亀山市総合福祉計画（仮称）について 

（１） 亀山市総合福祉計画（仮称）策定の概要について【資料１】 

（２） アンケート調査結果について 【資料２】 

（３） ヒアリング調査結果について 【資料３】 

（４） 施策体系と基本的な考え方について（案）【資料４】  

 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

地域福祉課 福祉総務グループ 川村、濱屋       

電話：0595-84-3311  FAX：0595-82-8180 

Mail ：fukushi@city.kameyama.mie.jp 

 



 亀山市地域福祉推進委員会委員名簿 

 

 氏   名 性別 要綱第３条第２項 所     属  

１ 長 友 薫 輝 男 
 第１号該当 

学識経験を有する者 佛教大学社会福祉学部 准教授  

２ 伊 藤 有 美 女 
 第２号該当 

公募委員 市民公募委員  

３ 笠 井 真 人 男 
 第２号該当 

公募委員 市民公募委員  

４ 佐 野 知 之 男 
 第４号該当 

社会福祉に関する地域活動団体に属する者 亀山市社会福祉法人連絡会 会長  

５ 小 林 智 子 女 
 第４号該当 

社会福祉に関する地域活動団体に属する者 亀山市民生委員児童委員協議会連合会 会長  

６ 横 山  正 男 
 第４号該当 

社会福祉に関する地域活動団体に属する者 
関宿まちづくり協議会 会員 

（亀山市地域まちづくり協議会連絡会議 前会長） 

 

７ 内 田   茂 男 
 第４号該当 

社会福祉に関する地域活動団体に属する者 亀山市自治会連合会 副会長  

８ 渡 邉 勝 也 男 
 第４号該当 

社会福祉に関する地域活動団体に属する者 亀山市老人クラブ連合会 会長  

９ 佐 野 健 治 男 
 第４号該当 

社会福祉に関する地域活動団体に属する者 特定非営利活動法人夢想会 理事長  

10 内 藤 朋 子 女 
 第４号該当 

社会福祉に関する地域活動団体に属する者 不登校のこどもと親と地域の会 でんでん 代表  

11 小 林 弘 樹 男 
 第４号該当 

社会福祉に関する地域活動団体に属する者 ＮＰＯ法人えん 代表理事  

12 楳 谷 英 一 男 
 第５号該当 

亀山市社会福祉協議会の代表者  亀山市社会福祉協議会 会長  

13 門 間 文 彦 男 
第６号該当 

保健、医療及び福祉関係機関に属する者 亀山医師会 ※２ 

14 塚 田 浩 司 男 
第６号該当 

保健、医療及び福祉関係機関に属する者 亀山歯科医師会 ※２ 

15 千 賀  理 男 
第６号該当 

保健、医療及び福祉関係機関に属する者 あんしん介護株式会社 代表取締役社長 ※２ 

16 倉 田 隆 明 男 
第６号該当 

保健、医療及び福祉関係機関に属する者 三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿厚生病院 ※２ 

17 林   秀 臣 男 
 第７号該当 

市職員  健康福祉部 部長  

18 高 宮 綾 子 女 
 第７号該当 

市職員  子ども未来部 部長  

19 大 平 守 男 
 第７号該当 

市職員 教育委員会事務局 教育部長 ※２ 

20 小 林 恵 太 男 
 第７号該当 

市職員 市民文化部 部長 ※２ 

※１ 男女の割合 ４／２０ 

※２ 新任 

任期満了： R９.３.３１ 



亀山市総合福祉計画（仮称）策定の概要について 

 

１ 策定の背景 

福祉施策は、地域福祉、障がい、高齢の分野ごとに施策を立て、福祉施策の推進を図ってきました。

しかし、複雑化・複合化した福祉課題を抱えている人や世帯が増え、分野別の施策の推進では対応 

が難しくなってきています。 

そのため、これまでの地域福祉、障がい者福祉、高齢者福祉を分野別で整理するのではなく、各分

野の福祉を統合した「総合福祉計画（仮称）（令和９年度～）」を策定し、福祉施策を推進するもので

す。 

 

２ 総合福祉計画（仮称）の構成 
 
(現)                                            (新) 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

３ 組織体系  

 

 

 

 

 

 

 

４ 策定スケジュール 

  R7.10 月～   ：市民アンケート（障がい、地域福祉、高齢） 

  R7.10～12 月 ：関係団体ヒアリング(民生委員・児童委員、ボランティア団体、当事者団体等) 

  R7.10～12 月 ：地域団体ヒアリング(２２地区のまちづくり協議会) 

  R8.3 月    ：令和７年度第 2回地域福祉推進委員会 

  R8.5 月(予定)：令和８年度第１回地域福祉推進委員会 

  R8.8 月(予定)：令和８年度第２回地域福祉推進委員会 

  R9.1 月(予定）：令和８年度第３回地域福祉推進委員会 

  R9:3 月    ：計画策定 

計画名 期間 

第２次地域福祉計画 

平成 29年度～令和８年度  地域福祉計画(市) 

 地域福祉活動計画(社協) 

障がい者福祉計画(市) 平成 30年度～令和８年度 

高齢者福祉計画(市) 令和６年度～令和８年度 

計画名 期間 

 

 

総合福祉計画 

（仮称） 

 

 

 

令和９年度～令和１４年度 

（６年間） 

 

地域福祉推進委員会 

【総合福祉計画（仮称）の 

策定と推進】 

地域自立支援協議会 
 

【障がい者福祉】 

高齢者福祉推進協議会
 

【高齢者福祉】 

※令和８年３月から「地域自立支援協議会」

と「高齢者福祉推進協議会」の一部の委員が
地域福祉推進員会に加わる 

資料１ 
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１．計画策定の背景と趣旨について   

 

（１）計画策定の背景 

  これまで、本市においては、地域福祉・高齢・障がいの分野ごとに施策を立て、

福祉施策の推進を図ってきました。しかし、少子高齢化、高齢者のひとり暮らし

や生活困窮者が増加するとともに、家族形態や価値観の変化等も進んできました。

同時に、地域住民が抱える課題は、これらの分野を横断する複合的・複雑化した

ものが増加し、既存の制度だけでは十分に対応できない状況が生じており、８０

５０問題など、複数の分野にまたがる課題への対応が求められるようになってい

ます。 

本市では複雑化・複合化した福祉課題や制度の狭間のニーズへの対応ができる

よう、既存の分野ごとのしくみを組み合わせてオーダーメイド型で支援する重層

的支援体制の整備を進めてきましたが、相談支援の「出口」となる交流できる場

や居場所は、地域福祉や高齢者福祉や障がい者福祉などの分野別で位置づけられ

ており、出口は「世代や属性を超えて」ではなく、世代や属性が限定された取り

組みしか展開できていないという課題がありました。 

 

（２）計画策定の趣旨 

この３つの分野別計画が令和８年度に終期を迎えることを契機に、上記の課題

に取り組み、地域での支え合いの取り組みをさらに深化・推進させ、本市の福祉

施策をより効果的かつ横断的に展開することを目的として、これまでの取り組み

や社会状況を踏まえながら、福祉施策を総合的かつ計画的に推進する「亀山市総

合福祉計画（仮称）」（以下、「本計画」という。）として策定します。 

本計画を策定することによって、各福祉分野で取り組まれてきた取り組みを全

世代・全対象へと発展させつつ、重層的支援体制整備事業で培ってきた包括的な

相談支援の取り組みを次なる段階へと引き上げるとともに、市と市社協はもとよ

り、福祉分野に関わる地域の担い手、団体や機関、福祉サービス事業所、市内企

業などと目標や取り組むべき方向を共有し、分野を越えた官民のネットワーク化

につなげていくものです。さらに、その取り組みの先に、多様な人びとが心身と

もに健やかな日々を過ごせる「地域共生社会の実現」を目指すものです。 
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２．計画の位置付けとイメージ図 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、本市の総合的な福祉計画として、下記の計画を共通の理念と方向性の

もとに一体的に策定します。 

 

     

 地域福祉計画 社会福祉法第１０７条 地域住民生支え合いと公的支援

の協働により、包括的な支援を行

うための仕組みを作ることを目

的とした計画 

努力 

 障がい者計画 障害者基本法第１１条

第３項 
障がい者福祉の方向性を明らか

にし、施策を進めていくことを目

的とした計画 

必須 

 高齢者福祉計画 老人福祉法第２０条の

８第１項 
高齢者福祉の方向性を明らかに

し、施策を進めていくことを目的

とした計画 

必須 

 

 

◆地域福祉計画①に従来から包含されている計画 

地域福祉活動計画 社会福祉法第１０９条 社会福祉協議会が策定する計画

で、地域の協働を具体的に進める

ための実践的な活動・行動計画 

努力 

再犯防止推進計画 再犯の防止等の推進に

関する法律第８条 
再犯防止等に関する施策の推進

に関する計画 
努力 

重層的支援体制整 

備事業実施計画 

社会福祉法第１０６条

の４ 
市町村が地域生活課題の解決に

資する包括的な支援体制を整備

するために重層的支援体制整備

事業の推進に関する計画 

任意 

成年後見制度利用 

促進計画（※） 

成年後見制度の利用の

促進に関する法律第１

４条 

成年後見制度の利用の促進に関

する施策についての基本的な計

画 

努力 

※障がい者計画②、高齢者福祉計画③にも包含されている。 

 

 

◆総合福祉計画（仮称）から新しく包含される計画 

認知症施策推進計画 共生社会の実現を推進

するための認知症基本

法第１３条 

認知症施策の推進に関する計画 努力 
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（２）イメージ図 

 

３．計画の期間 

本計画は、令和9年度から令和14年度までの６年間を計画期間とします。 

 



 
 

 

アンケート調査結果について：市民の意見・課題の把握 
【対象】亀山市在住の18歳以上の方から1,200人を無作為抽出 

【期間】令和７年 10 月 22 日～11 月 21 日（調査基準日は令和７年 10 月１日） 

【方法】郵送によって配布し、調査票またはウェブにて回答・回収 

配布数 不達等 有効配付数 回収数 回収率 白紙回答 有効回収数 
有効回収

率 

1,200 6 1,194 591 49.5％ 2 589 49.3％ 

うち調査票   404 33.8％ 2 402 33.7％ 

うちウェブ   187 15.7％ ─ 187 15.7％ 

※回収率、有効回収率については小数第二位で四捨五入しており、合計が合わない場合があります。

【調査内容】 

０．あなたご自身（ご本人）について 
１．地域での支え合いについて            
２．地域活動・ボランティア活動について            
３．困りごとなどの相談について 
４．災害時における助け合いについて 
５．支援を必要とする人への手助けについて  
６．福祉意識と福祉教育について 
７．地域福祉の取り組み全般について 
８．福祉委員や民生委員・児童委員、社会福祉協議会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 





 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 

ヒアリング調査結果について 

地域ヒアリング：地域の意見・課題の把握 
【対象】市内地域まちづくり協議会（２２ケ所） 

【期間】１０月１７日～１２月１８日まで 

【方法】各地区まち協の代表者より市・社協担当者が意見を聴取 

※関宿地区・関北部地区・関南部地区・坂下地区の4地区は同時にヒアリング実施 

【ヒアリング内容】 

 ・最近５年間の福祉活動の変化と原因 
 ・最近５年間の生活支援のサービスや居場所づくりの変化 
 ・５年前に課題になっていたこととその後の解決 
 ・最近５年間で、新たに課題となったこと 
 ・その課題に対して、進めたい取り組みと障壁 

・その障壁に対する希望する支援 
・地域で取り組んでいる高齢者の介護予防活動や課題 
・障がいのある方との関わりと課題 
・災害時の助け合いについて準備や課題 
・亀山市の地域福祉について、お気づきの点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料３ 



 

ヒアリング調査結果について 

団体ヒアリング：各団体の意見・課題の把握 
【対象】活動団体および関係団体（２５団体） 

【期間】１０月１７日～１２月１８日まで 

【方法】活動団体の代表者より市・社協担当者が面談し、意見を聴取 

関係団体の代表者に文書によるヒアリングで意見を聴取 
●活動団体 

 

●関係団体 

 

【ヒアリング内容】 

 ・最近５年間の福祉活動の変化と原因 
 ・５年前に課題になっていたこととその後の解決 
 ・最近５年間で、新たに課題となったこと 
 ・その課題に対して、進めたい取り組みと障壁 

・その障壁に対する希望する支援、協力体制 
・亀山市の地域福祉について、お気づきの点 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



亀山市総合福祉計画（仮称）の

施策体系と基本的な考え方について（案）





アンケート結果、地域・団体ヒアリング結果で総合福祉計画（仮称）の施策を検討する上での主な事項を各分野の共通事項

個別事項ごとに整理したものです。

１ アンケート結果、地域・団体ヒアリング結果まとめ

地域活動・担い手・理解について

(地域活動)

・地域とのつながりを感じている 《市民アンケート》

R3（50.6％） ⇒ R7（34.0％）

・見守り活動(75 歳以上のみ世帯や独居高齢者)や三世代交流
やサロンなどの事業を継続 《地域ヒアリング》
・居場所、啓発、就労体験、食料支援、防災、当事者活動など
の活動を継続 《団体ヒアリング》

(担い手)

・自治会・まち協などの地域活動をしている 《市民アンケート》

R3（34.9％） ⇒ R7（31.3％）

・ボランティア活動をしている 《市民アンケート》

R3（11.1％） ⇒ R7（10.2％）

・高齢化が進み、定年延長や共働き世帯の増加で60～70 代
前半の新たな担い手を確保しにくい。 《地域ヒアリング》
・高齢化が進む一方で、若い世代が加わることが難しい。
専門職や指導員の確保も難しい。 《団体ヒアリング》

(理解)
・認知症、障がい、不登校などへの理解を広げる必要性がある。
《団体ヒアリング》

困りごとなどの相談について

・（相談していない方の）相談していない理由 《市民アンケート》

相談できる人がいない

R3（21.0％） ⇒ R7（35.5％）

相談先がわからない

R3（16.1％） ⇒ R7（27.4％）

・支援者側からも、相談窓口は「どこへ行けばよいか分からない」
「行くこと自体が負担」という声が聞かれ、支援につながりにくい
状況がある。 《団体ヒアリング》

・本人や家族が早い段階で安心して話せる窓口と、あたたかい
雰囲気づくりが求められている。 《団体ヒアリング》

災害時の助け合いについて

・頼る相手：家族・親族 《市民アンケート》

R3（88.0％） ⇒ R7（85.1％）

・頼る相手：近所の人 《市民アンケート》

R3（29.3％） ⇒ R7（38.2％）

・自治会単位を基本に防災訓練や備蓄、要支援者(避難行動
要援護者)名簿の整備が進む一方、支援体制に関して、まち協
と自治会との役割分担が十分整理できているとは言えない状況
《地域ヒアリング》

・防災面では、避難行動要支援者への対応、避難所における配
慮、連絡体制などが課題 《団体ヒアリング》

生活困窮について

・必要なこと 《市民アンケート》

１．相談窓口                (69.1％)

2．働くための訓練・仕事の紹介  (52.7％)

  3．住まいが得られること      (44.5％)

  4．子どもが教育を受けられること  (44.5％)

5．一時的な手当が受けられること (31.6％)

ひきこもりについて

・必要なこと 《市民アンケート》

１．相談窓口              (64.4％)

2．働くための訓練・仕事の紹介(47.7％)

  3．地域に居場所があること   (42.6％)

  4．規則正しい生活  (31.0％)

5．情報交換   (21.7％)

・ひきこもりや生活困窮は表出しにくい上、何となく分かっていても
外からの接触は難しい 《地域ヒアリング》
・義務教育終了後の若者、障がい者手帳のない人、単身高齢
者やひきこもりなど制度や組織の対象外になりやすい人が支援
につながらないことが課題 《団体ヒアリング》

障がい者福祉について

・行政に求められること 《市民アンケート》

１．働く場の確保や就労定着  (65.9％)

2．可能性を伸ばす教育    (45.4％)

   3．早期発見   (31.6％)

   4．施設・サービスの増加    (31.6％)

   5．サービスの情報提供の充実 (17.3％)

・必要なこと 《当事者アンケート》

１．必要なサービスの利用 (57％)

2．経済的な負担軽減 (54％)

   3．在宅での医療的ケア   (31％)

   4．相談体制の充実 (19％)

   5．適した住宅の確保  (16％)

・仕事上の困りごと 《当事者アンケート》

１．困っていることはない (50％)

2．給与が少ない (26％)

   3．体力面が不安  (17％)

   4．通勤が大変 ( 9％)

   5．職場の人間関係がよくない ( 8％)

・社会全体に求めること （当事者アンケート）

１．特になし  (34％)

2．一般企業への就労促進  (29％)

3．地域などでの交流の場   (29％)

   4．正しい知識の普及啓発   (24％)

   5．障がい当事者による学校での教育   (18％)

6．教育現場でのインクルーシブ教育の推進   (15％).
※ 障がいの有無にかかわらず、全ての子どもが共に学び合うことを目指す教育

高齢者福祉について

・行政に求められること 《市民アンケート》

１．安心して医療・介護が受けられること(67.3％)

2．相談体制     (52.8％)

3．生活支援(移動・買い物など)（42.3％)

4．認知症の人・家族への支援 (33.8％)

5．生きがいづくり・交流の場  (21.9％)

・生活支援（ごみ出し、通院、買い物など）、独居・老々 介護、介
護予防、認知症の対応などが課題 《地域ヒアリング》
・高齢者の声が表出しにくい（遠慮や我慢）中で、日常の見守り
や小さな困りごとへの支援が課題 《地域ヒアリング》
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 第2 次亀山市地域福祉計画［後期］ 

【取組実績】

1 地域福祉を支える人材の育成と自立支援の推進

【福祉意識の向上】

・社会福祉大会の開催

【担い手の育成】

・民生委員児童委員や福祉委員の研修、小中生の福祉体験

【権利擁護の充実】

・成年後見サポート事業の周知・啓発

【生活困窮者やひきこもり支援の促進】

・生活困窮者自立相談支援（R6：新規相談世帯数116 世帯）

・児童生徒への支援（R6：学習支援教室145 回）

    ・ひきこもり支援（R6：相談窓口開設・オンライン居場所参加者3 人）

【再犯防止対策の推進】

・社会を明るくする運動

2 地域の連携で安心を生み出す環境づくり

【情報提供の充実】

・地域福祉カルテ（人口推移・サロン・まち協活動・福祉委員会活動）の提供

【福祉サービスの向上と相談体制の充実】

・「福祉なんでも相談窓口」の開設

【地域福祉・ボランティア活動の推進】

・亀山市市民活動・ボランティアセンター「ぷらっと」を開設 （R6：亀山市ボランティアセンター登録者数522 人）

【地域の防災対策の充実】

・災害ボランティアセンター設置訓練の実施

【関係機関の連携強化】

・重層的支援体制（R6：複合的な課題のある新規相談89 世帯） (R6：就労体験3 人、就労体験協力企業6 社)

3 身近な地域での助け合い・支え合い活動の促進

【地域活動の充実】

・生活支援コーディネータ-（社協）が地域活動を支援

【健康づくり・生きがいづくり】

・サロン団体の交流会を開催し、意見交換会

【助け合い・支え合い活動の充実】

・「ちょこボラ」に取り組む地域まちづくり協議会（R6:5 地区）

【 課 題】
・本計画におけるすべての取組が重層的支援体制の整備に資するものであるから、施策を一貫する「横串」として定め
ています。相談支援包括化推進員（市）とコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）（社協）を中心に専門職や関係機
関と連携しながら、支援体制の構築を図っていますが、相談者が自立や自分らしく暮らしていくための社会資源の開
発や、教育機関等の他分野との連携強化、地域等と有機的に結びつける仕組みつくりなどが求められています。

・また、必要な人に必要な情報が届くよう情報提供の充実をはじめ、引き続きアウトリーチを積極的に行いながら伴走
的に支援できる相談体制の充実や専門職の人材確保、育成が求められます。

・市民がさまざまな機会を捉えて、共生社会や地域福祉の理念・普及に努められるよう、引き続き地域や学校などで
の福祉教育の推進や、講演会や研修会や身近な地域での交流会などの場づくりをはじめ、より住民主体の取組が地
域で行えるよう検討をしてく必要があります。

・大災害に備え、福祉的な支援体制の構築に向け、平時から避難行動要支援者名簿の更新や個別避難計画をはじ

め、災害ボランティアセンターの充実を図る必要があります。

２ 新計画で統合する３分野別計画の主な取組実績と課題
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第2 次亀山市障がい者福祉計画 

【取組実績】

1 地域で安心して暮らせるまちづくり

【地域で支え合う共生社会の実現】

・ヒューマンフェスタでの出展（R6：12 団体）

【相互理解と交流の促進】

・障害についての理解啓発を進める目的で啓発物品を２０歳のつどいで配布。

・障がい福祉サービス・障がい児通所サービスの利用案内を新しく作成し、利用見込者に配布説明した。

2 多様性を尊重し、つながり合う環境づくり
【包括的相談支援体制の構築】

・総合相談支援センター(あい)での支援

（R6：実支援者数110 人 福祉サービス利用860 件）

【障がい児支援体制の確保】

・R7 年度に民間の児童発達支援センター開設

・にじいろネット５市連携研究会に参加し、三重県の医療的ケア児政策や情勢の情報共有

3 自立した生活のできる体制づくり

【雇用・就業機会の確保と拡大】

・総合相談支援センター(あい)での就労支援（R6：支援件数59 件）

・障害者就業・生活支援センターと連携を図り、就労支援

・障がい者就職面接会の開催（R6：のべ面接人数41 人）

【自立生活のための環境整備】

・成年後見制度の利用促進（R6：新規相談： 8 件）

・日常生活自立支援事業  （R6：支援件数：38 件）

【 課 題】

・障がいや障がい者（児）に対する正しい理解は啓発しているもののまだ十分とは言えず、各世代に広く呼び掛けていく

必要がある。

・市からの情報発信のほか、障がい者（児）やその家族等支援者など当事者からの発信も浸透には効果が期待でき

る。

・令和7 年度より障がい者総合相談支援センターの委託法人が変わり、相談窓口を１階障がい者支援グループ内とし

た。啓発や個別相談等を進め、少しずつ浸透しつつあるものの、更に相談しやすい窓口と認識される必要がある。

・精神障がい等社会との関係が保てない方が安心できる居場所の提供、有事の際の避難場所等仕組みとしてできて

いるとは言えない。
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 亀山市高齢者福祉計画 

【取組実績】
1 地域包括ケア推進のための基盤整備

【高齢者の相談支援体制の整備】
・地域包括支援センターの周知
・地域課題の解決に向けた協議

【高齢者の社会参加と生きがいづくり】
・地域住民が互いに支え合う活動の推進
（R6：「ちょこボラ」に取り組む地域まちづくり協議会5 地区）

2 在宅医療・介護連携の充実
【在宅医療・介護に係る多職種連携の強化】
・多職種連携の支援・強化 （R6：バイタルリンクの延べ登録患者数455 人）

3 認知症高齢者支援の推進
【認知症高齢者に寄り添うまちづくり】
・認知症サポーターの養成
（R6：認知症サポーター養成者数（累計）5,268 人）

【虐待対応、成年後見制度などの権利擁護】
・高齢者虐待への対応（R6：相談・通報受理件数10 件）
・成年後見制度の利用支援（R6：後見人等報酬の助成5 件）

4 介護予防・生活支援サービスの充実
【介護予防・健康づくり支援の一体的提供】
・介護予防教室の実施（R6：実施回数376 回）
・高齢者の通いの場の支援（R6:サロンや老人クラブの数134 団体）

【生活支援サービスの提供・見守り支援】
・生活支援に資するサービス提供事業者の掘り起こし等
・地域での高齢者見守り活動の促進

５ 住まいと暮らしの環境づくり
【高齢者の住まいのセーフティネット】
・介護保険事業計画に沿った施設整備にかかる事務調整など

（R6：認知症グループホーム整備1 件）

【 課 題】

・介護予防・フレイル予防につながるよう、高齢者が地域や家庭で役割を持ちながら暮らしたり、通いの場への参加(社

会参加)などがさらに求められる。

・「新しい認知症観」とは、認知症になったら何もできない、何も分からないということではなく、個人としてできること・やり

たいことがあり、住み慣れた地域で仲間などとつながりながら、希望を持って暮らし続けることができるというものです。こ

のような地域社会を形成するためには、認知症本人の意見や思いの発信の場を設けるなどして、市民の理解促進が

必要である。
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各福祉分野の計画に基づく取組の実績と課題、アンケート結果、ヒアリング結果を整理すると、次のような

課題があると考えています。

◆ 福祉意識と理解について

・福祉への関心は一定程度あるものの、理解や具体的な行動につながり切っていない点があり、世代間で関心

度や認知に差がある。《市民アンケート》

・一人ひとりが尊重され互いの理解を深めるため、認知症、障がい、不登校、外国人などへの理解を広げる必

要性がある。《団体ヒアリング》

・障がいや障がい者（児）に対する正しい理解は啓発しているものの、まだ十分とは言えず、各世代に広く呼び掛

けていく必要がある。《市》

◆ 地域活動の担い手について

・福祉活動（分野）やボランティア活動など、担い手不足は共通する大きな課題で、定年延長や共働き世帯の

増加で、高齢化や担い手不足などによって運営体制の維持が難しくなってきている。《地域ヒアリング》

・高齢化が進む一方で、若い世代が加わることが難しく、専門職や指導員の確保も難しい。《団体ヒアリング》

◆ 参加支援事業（重層的支援体制整備事業）等の支援について

・重層的支援体制整備事業における個別ケースの相談支援体制について、つながるシートの活用やアウトリー

チ等で一定の機能は果たしているが、参加支援（就労体験等）事業やオンライン居場所の自立や社会参加に

繋げる出口の支援体制については相談者の個々 のニーズが多様化しているため提供は十分ではない場合が

ある。《市・社協》

◆ 活動機会への参加について

・地域でのサロンやボランティアなど、地域で集える場や活動について支援を行っているが、地域活動に参加し

ている各団体の中には、高齢化や参加者（活動者）が固定化し、新たな構成員の確保が難しいため、活動自

体が途絶えてしまう団体も出てきている。《地域ヒアリング・市》

◆ 相談支援先の認知について

・困りごとを抱えている相談者の中には「相談できる人がいない」、「どこに相談すればよいか分からない」など「入

口」の課題がある。《市民アンケート》

・支援者側からも、同様の声があり、支援につながりにくい状況《団体ヒアリング》

・義務教育終了後の若者、障がい者手帳のない人、単身高齢者やひきこもりの人などは相談先の周知が十分

でないため、支援につながりにくい《団体ヒアリング・市》

 ・令和7 年度より障がい者総合相談支援センターの委託法人が変わり、相談窓口をあいあい１階障がい者支

援グループ内とした。啓発や個別相談等を進め、少しずつ浸透しつつあるものの、更に相談しやすい窓口と認

識される必要がある。《市》

◆ 災害時要支援者への支援体制の整備について

・災害時には地域内の助け合い、特に「近所の人」への期待が高まっており、平時からの近隣関係づくりと共助

体制の強化が課題《市民アンケート》

・避難行動要支援者への対応、避難所における配慮、役割分担、連絡体制、災害ボランティアセンターの運営

についても平時からの備えが必要《地域ヒアリング・団体ヒアリング・市・社協》

３ 課題のまとめ
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【参考：福祉分野における近年の法改正の概要】

・R5.5：孤独・孤立対策推進法の施行

高齢化や家族・地域のつながりの希薄化、また新型コロナウイルス感染症の影響で対面交流が減少したこ

となどを背景に、日常生活や社会生活において孤独を感じることや社会から孤立していることにより、心身に

有害な影響を受けている状態にある人々 への孤独・孤立対策に関して従来の福祉制度では十分に対応する

ことが難しいため法整備がされました。

・孤独や孤立の状態は、人生のあらゆる段階で誰にでも生じ得るものであり、社会の変化によりその問題が深刻

化していることを認識し、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策を推進することが重要

・孤独や孤立の状態は多様であり、当事者やその家族の立場に立って、状況に応じた支援を継続的に行われ

るようにすること

・当事者が社会や他者との関わりを持つことにより、孤独や孤立の状態から脱却できるよう、必要な支援が行わ

れること

・R6.1：認知症基本法の施行

高齢化の増加に伴い、認知症の人が急増されると予想される中、介護負担や社会的孤立など家族だけで

なく、地域や社会全体で支える仕組みづくりが求められており、認知症の人が尊厳を保ち、希望を持って暮ら

せる社会をつくるとともに、認知症の人を「支えられる存在」ではなく「共に生きる存在」として位置づけ、地域

社会での参加や自立を促進するため法整備がされました。

・認知症の人も基本的人権を持つ個人として、自分の意思で生活できること

・国民が認知症について正しい知識と理解を深めること

・日常生活や社会生活の障壁を取り除き、安全で安心な自立生活を支援すること

・認知症の人の意向を尊重し、保健医療・福祉サービスを切れ目なく提供すること

・認知症の人だけでなく、家族への支援も行い、地域で安心して暮らせる環境を整えること

・認知症に関する研究や予防・治療・リハビリの成果を広く国民が享受できるようにすること

・教育、地域づくり、雇用、医療、福祉など関連分野で総合的に取り組むこと 

・R6.4：障害者差別解消法の改正 （事業者に対し、合理的配慮の提供が義務化）

障がいがある人への差別や不便が依然として存在することに対し、行政機関等や民間事業者に対し、障

がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場

合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」の実現を目指すため法改正がおこなわれ

ました。

(改正後)

行政機関等 ※事業者

不当な差別的取扱い 禁止 禁止

合理的配慮の提供 義務 ⇒努力義務 義務

※事業者：商業その他の事業を行う企業や団体、店舗、個人事業主、ボランティア活動グループ
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１．計画の体系（イメージ図）

・新たに策定する総合福祉計画（仮称）については、現行の3 計画の計画体系と同様に、計画の目指

す姿を現す「基本理念」の下、「基本目標」を定め、個別の「施策の方向」を位置付ける体系として整

理を行います。

◇ 基本理念・・・計画を推進することにより、目指す姿を示すものとして整理します。

◇ 基本目標・・・基本理念の具現化に向けて、取り組みを推進するための基本的な目標として定

めます。

◇ 施策の方向・基本目標の達成に向けて、実施する具体的な施策を推進する方向性を位置付

けます。

2．基本理念の考え方

・今後予想される人口減少社会の中では、地域住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍

できる地域社会を形成し、介護、障がい、子ども・子育て支援などの公的な福祉サービスと協働しな

がら、助け合って暮らせる「地域共生社会」を実現することが必要です。

・亀山市の未来を描く第３次亀山市総合計画においては、将来都市像を『人とまちの輝きが未来を作

る 緑の健都 かめやま』と掲げるとともに、まちづくりの基本方針を『多彩なつながりで地域幸福度を

高めるまちづくり』とし、すべての主体が持つ力を合わせ、連携・協働してまちづくりを進めることを掲げ

ています。 

・こうしたことから、亀山市における従来からの市民と地域の持つ力を生かした 地域福祉のネットワーク

を強化しながら、ともに支え合う「共助」の機能を高めつつ、多様な人びとが心身ともに健やかな日々

を過ごせる「地域共生社会」の実現を目指すものです。

※なお、最終的には参考で表記する現行計画のようなフレーズとして整理を行いますが、具体的な

案については今後の会議においてお示しします。

基 本 理 念

基本目標 基本目標基本目標

施 策 の 方 向

＜参考：現行計画の基本理念＞

● 第2 次亀山市地域福祉計画［後期］ （Ｒ4～Ｒ8）

「ともに支え合い ともに暮らせる ふくしのまち」

● 第2 次亀山市障がい者福祉計画（Ｈ30～Ｒ8）

「生涯にわたり自分らしく活動ができ、共感と共生ができるまち」

● 亀山市高齢者福祉計画（Ｒ6～Ｒ8）

「高齢者が住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らせるまち

４ 総合福祉計画（仮称）の基本理念の考え方と施策の方向性
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3．基本目標の考え方

・基本理念の具現化に向けて、取り組みを推進するための基本的な目標については、現行の各計画

の成果と課題、アンケート結果、ヒアリング結果を整理した課題に対し、各分野の基本的な考え方を

踏襲しつつ、各計画を連動、包含することで取組を強化できるよう、次の視点を重視して次の案として

整理します。

基本目標を定めるための視点

・地域の支え合いや地域の中で誰もが安心して暮らしている

・誰もが地域において、それぞれの役割を担いながら自分らしく暮らしている

・自助・共助・公助の役割の中、地域共生社会が実現されている

福祉意識の向上と理解の啓発を行うことで一人ひとりが尊重され、地域活動の担い手の育成支

援を行うことで、地域で助け合い支え合っている地域共生社会の実現を進めるものです。

◆ 一人ひとりが尊重され、助け合い支え合う地域づくり

・お互いの理解を深める啓発活動

・思いやりの心を育む福祉教育

・福祉に携わる人材を育て活躍できる場

多様化・複合的な課題がある世帯や障がい・高齢者などのすべての市民が、それぞれのニーズ

に応じ、就労や安心して利用できる居場所、その他社会との接点を持つ機会などの活動機会への

参加により自分らしく暮らせる環境づくりを進めるものです。

◆ すべての市民が役割を持ち、ひとりぼっちをつくらない社会

・社会とつながりを持ちながら自立に向けた支援

・虐待を防止し権利擁護の取り組みの推進

・地域の中で再犯を防ぎ、更生を支援

・仲間づくりや社会参加

相談支援情報が適切に届くよう努め、支援の必要な人に適切な生活支援を行い、住む慣れた場

所で安心して暮らせるよう進めるものです。

◆ あらゆる生活課題に寄り添い、住む慣れた場所で安心した生活

・情報が適切に届くように環境の整備

・気軽に相談できる総合相談体制の充実

・安心して生活できるよう福祉サービス等を充実

・災害や緊急時の安心・安全対策を充実

基本目標1：誰もがお互いさまの気持ちで、地域で支え合っている

基本目標3：誰もが居心地よく、あったかい気持ちになれる

基本目標2：誰もが役割を持ち、自分らしく輝いている
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